
地域トラブル

猫を守りたい人 猫に迷惑している人

だけど、どちらも…

地域の「環境改善活動」として「地域猫活動」を始めませんか？

藤沢市保健所 生活衛生課

猫など愛護動物の遺棄・虐待は、犯罪です！
【 罰 則 】
殺傷：2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
遺棄：100万円以下の罰金

このようなことで困っていませんか？

●猫がお腹を空かせていてかわいそう

●生まれた子猫を放っておけない

●猫だって生きているんだから

●餌をあげるから猫が増える

●庭に糞尿をされて迷惑

●猫対策は猫好きの人がすればよい

＊Ｔｒａｐ（トラップ：捕獲器等で猫を捕まえる）

＊Ｎｅｕｔｅｒ（ニューター：不妊・去勢手術）

＊Ｒｅｔｕｒｎ（リターン：元の場所にもどす）

【効果】 ・子猫が生まれなくなる

・発情の鳴き声や猫のケンカが減る

・糞尿の臭いが軽減する

耳

＊決まった時間に

＊決まった場所で

＊食べ終わるまで見守り

＊すぐに片付け

＊置き餌はしない

【効果】

・未手術の猫を把握し、不妊・去勢手術

の実施を推進する

・猫によるゴミのいたずらを軽減

・カラス等の被害を軽減

＊猫は決まった場所で排泄する習性があります

＊プランターなどの容器に土を入れ設置
（猫の糞や「またたび」を混ぜると猫が使用しやすくなります）

＊毎日清掃

＊餌場の近くに猫トイレを複数設置すると効果的です

【効果】

・庭や畑への糞尿被害を

軽減する


